
 

○地域優良賃貸住宅整備事業対象要綱（平成 19年３月 28日国住備第 161号）                                （傍線部は改正部分） 

新（改正住宅セーフティネット法公布日施行） 旧（平成 29年４月１日施行） 

（通則） 

第１条 （略） 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

一 地域優良賃貸住宅 次に掲げる賃貸住宅をいう。 

イ  地域優良賃貸住宅（民間建設） 

地域優良賃貸住宅制度要綱（平成 19 年３月 28 日付け国住備第 160 号。以下

「地優賃要綱」という。）第２条第７号イに規定するもの。 

 

 

ロ 地域優良賃貸住宅（民間買取・借上後改良） 

地優賃要綱第２条第７号ロに規定するもの。 

 

 

ハ  地域優良賃貸住宅（公社建設） 

地優賃要綱第２条第８号イに規定するもの。 

ニ  地域優良賃貸住宅（公社改良） 

地優賃要綱第２条第８号ロに規定するもの。 

ホ 地域優良賃貸住宅（公社買取・借上後改良） 

地優賃要綱第２条第８号ハに規定するもの。 

へ  地域優良賃貸住宅（公社転用） 

地優賃要綱第２条第８号ニに規定するもの。 

（通則） 

第１条 （略） 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

一 地域優良賃貸住宅 次に掲げる賃貸住宅をいう。 

イ  地域優良賃貸住宅（民間建設） 

地域優良賃貸住宅制度要綱（平成 19 年３月 28 日付け国住備第 160 号。以下

「地優賃要綱」という。）第２条第７号イに規定するもの。 

ロ  地域優良賃貸住宅（民間改良） 

地優賃要綱第２条第７号ロに規定するもの。 

ハ 地域優良賃貸住宅（民間買取・借上後改良） 

地優賃要綱第２条第７号ハに規定するもの。 

ニ 地域優良賃貸住宅（民間転用） 

地優賃要綱第２条第７号ニに規定するもの。 

ホ  地域優良賃貸住宅（公社建設） 

地優賃要綱第２条第８号イに規定するもの。 

へ  地域優良賃貸住宅（公社改良） 

地優賃要綱第２条第８号ロに規定するもの。 

ト 地域優良賃貸住宅（公社買取・借上後改良） 

地優賃要綱第２条第８号ハに規定するもの。 

チ  地域優良賃貸住宅（公社転用） 

地優賃要綱第２条第８号ニに規定するもの。 



 

ト  地域優良賃貸住宅（公共建設） 

地優賃要綱第２条第９号イに規定するもの。 

チ 地域優良賃貸住宅（公共転用又は改良） 

地優賃要綱第２条第９号ロに規定するもの。 

リ 地域優良賃貸住宅（公共買取・借上後改良） 

地優賃要綱第２条第９号ハに規定するもの。 

ヌ  地域優良賃貸住宅（公共買取） 

地優賃要綱第２条第９号ニ又はヘに規定するもの。 

ル  地域優良賃貸住宅（公共借上） 

地優賃要綱第２条第９号ホ又はトに規定するもの。 

ヲ  地域優良賃貸住宅（子育て支援タイプ） 

地優賃要綱第２条第 11号に規定するもの。 

二 地域優良賃貸住宅活用予定住宅 地方住宅供給公社が管理する住宅で、地域優良

賃貸住宅として活用する予定の住宅をいう。 

三 地域優良賃貸住宅整備事業 次に掲げる事業をいう。 

イ 地方公共団体が以下のいずれかの者に対し、建設、買取り又は改良に要する費

用を補助する事業 

⑴ 地域優良賃貸住宅（民間建設）又は地域優良賃貸住宅（公社建設）の建設を 

行う者 

⑵ 地域優良賃貸住宅（公社改良）の改良を行う者 

 

⑶ 地域優良賃貸住宅（民間買取・借上後改良）又は地域優良賃貸住宅（公社買

取・借上後改良）の買取り若しくは改良を行う者 

⑷ 地域優良賃貸住宅（公共買取）の建設又は買取りを行った後、一定期間維持

又は管理する民間事業者（住宅の建設又は買取りを行い、一定期間維持又は管

理した後に、地方公共団体が当該住宅の所有権を取得する方式による場合に限

リ  地域優良賃貸住宅（公共建設） 

地優賃要綱第２条第９号イに規定するもの。 

ヌ 地域優良賃貸住宅（公共転用又は改良） 

地優賃要綱第２条第９号ロに規定するもの。 

ル 地域優良賃貸住宅（公共買取・借上後改良） 

地優賃要綱第２条第９号ハに規定するもの。 

ヲ  地域優良賃貸住宅（公共買取） 

地優賃要綱第２条第９号ニ又はヘに規定するもの。 

ワ  地域優良賃貸住宅（公共借上） 

地優賃要綱第２条第９号ホ又はトに規定するもの。 

カ  地域優良賃貸住宅（子育て支援タイプ） 

地優賃要綱第２条第 11号に規定するもの。 

二 地域優良賃貸住宅活用予定住宅 地方住宅供給公社が管理する住宅で、地域優良

賃貸住宅として活用する予定の住宅をいう。 

三 地域優良賃貸住宅整備事業 次に掲げる事業をいう。 

イ 地方公共団体が以下のいずれかの者に対し、建設、買取り又は改良に要する費

用を補助する事業 

⑴ 地域優良賃貸住宅（民間建設）又は地域優良賃貸住宅（公社建設）の建設を

行う者 

⑵ 地域優良賃貸住宅（民間改良）又は地域優良賃貸住宅（公社改良）の改良を

行う者 

⑶ 地域優良賃貸住宅（民間買取・借上後改良）又は地域優良賃貸住宅（公社買

取・借上後改良）の買取り若しくは改良を行う者 

⑷ 地域優良賃貸住宅（公共買取）の建設又は買取りを行った後、一定期間維持

又は管理する民間事業者（住宅の建設又は買取りを行い、一定期間維持又は管

理した後に、地方公共団体が当該住宅の所有権を取得する方式による場合に限



 

る。） 

⑸ 地域優良賃貸住宅活用予定住宅を含む住棟の改良を行う地方住宅供給公社 

ロ （略） 

四～十七 （略） 

 

（対象） 

第３条 地域優良賃貸住宅整備事業の対象は、次の表の（イ）欄に掲げる事業主体が整

備する（ロ）欄に掲げる住宅の区分に応じ、当該欄に掲げる費用とする。 

（イ） （ロ） 

民間事

業者等 

地域優良賃貸住宅（民間建設） 

 住宅の建設に要する費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域優良賃貸住宅（民間買取・借上後改良） （以下、略） 

  

（以下、表略） 

 

２ 前項表中１戸の床面積の合計（共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。）が

る。） 

⑸ 地域優良賃貸住宅活用予定住宅を含む住棟の改良を行う地方住宅供給公社 

ロ （略） 

四～十七 （略） 

 

（対象） 

第３条 地域優良賃貸住宅整備事業の対象は、次の表の（イ）欄に掲げる事業主体が整

備する（ロ）欄に掲げる住宅の区分に応じ、当該欄に掲げる費用とする。 

（イ） （ロ） 

民間事

業者等 

地域優良賃貸住宅（民間建設） 

 住宅の建設に要する費用 

地域優良賃貸住宅（民間改良） 

 既存の住宅等の改良に要する費用（ただし、 

用途の変更（住宅から地域優良賃貸住宅 

（子育て支援タイプ）への変更を含むもの 

とする。以下同じ。）のない場合は次のイ、 

ロ及びハに係る費用を合計した額を限度と 

する。） 

イ 共同施設等整備 

ロ 加齢対応構造等整備 

ハ 調査設計計画（注１） 

地域優良賃貸住宅（民間買取・借上後改良） （以下、略） 

  

（以下、表略） 

 

２ 前項表中１戸の床面積の合計（共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。）が



 

125㎡を超える地域優良賃貸住宅（民間買取・借上後改良）、地域優良賃貸住宅（公社

改良）、地域優良賃貸住宅（公社買取・借上後改良）、地域優良賃貸住宅（公共転用又

は改良）、地域優良賃貸住宅（公共買取・借上後改良）、地域優良賃貸住宅（公共買取）

又は地域優良賃貸住宅（公共借上）を買取り又は改良する場合にあっては、面積按分

により、125㎡に相当する部分に係る費用を対象とする。 

 

３～５ （略） 

 

（住宅の建設又は買取りに係る対象額） 

第４条 （略） 

 

（既存の住宅等の改良（用途の変更を伴う場合）に係る対象額） 

第５条 第３条第１項表中既存の住宅等の改良に係る対象額は、用途の変更を伴う場合

にあっては、住宅等の改良に係る費用（以下、この条において「住宅等の改良に係る

費用」という。）のうち、地域優良賃貸住宅（民間買取・借上後改良）、地域優良賃貸

住宅（公社改良）又は地域優良賃貸住宅（公社買取・借上後改良）にあっては、地方

公共団体が認定事業者等に対し補助する額（住宅等の改良に係る費用の３分の２に相

当する額を限度とする。）とし、地域優良賃貸住宅（公共借上）、地域優良賃貸住宅（公

共買取・借上後改良）又は地域優良賃貸住宅（公共転用又は改良）にあっては、既存

の住宅等の改良に係る費用の額とする。 

２ 地域優良賃貸住宅（民間買取・借上後改良）、地域優良賃貸住宅（公社改良）、地域

優良賃貸住宅（公社買取・借上後改良）、地域優良賃貸住宅（公共借上）、地域優良賃

貸住宅（公共買取・借上後改良）又は地域優良賃貸住宅（公共転用又は改良）にあっ

ては、住宅等の改良に係る費用が、標準主体附帯工事費（当該地域優良賃貸住宅の推

定再建築費が当該標準主体附帯工事費を下回る場合にあっては、当該推定再建築費）

に 100分の 20（３階以上の建築物に係る改良で共用通行部分整備を行うものにあって

125㎡を超える地域優良賃貸住宅（民間改良）、地域優良賃貸住宅（民間買取・借上後

改良）、地域優良賃貸住宅（公社改良）、地域優良賃貸住宅（公社買取・借上後改良）、

地域優良賃貸住宅（公共転用又は改良）、地域優良賃貸住宅（公共買取・借上後改良）、

地域優良賃貸住宅（公共買取）又は地域優良賃貸住宅（公共借上）を買取り又は改良

する場合にあっては、面積按分により、125 ㎡に相当する部分に係る費用を対象とす

る。 

３～５ （略） 

 

（住宅の建設又は買取りに係る対象額） 

第４条 （略） 

 

（既存の住宅等の改良（用途の変更を伴う場合）に係る対象額） 

第５条 第３条第１項表中既存の住宅等の改良に係る対象額は、用途の変更を伴う場合

にあっては、住宅等の改良に係る費用（以下、この条において「住宅等の改良に係る

費用」という。）のうち、地域優良賃貸住宅（民間改良）、地域優良賃貸住宅（民間買

取・借上後改良）、地域優良賃貸住宅（公社改良）又は地域優良賃貸住宅（公社買取・

借上後改良）にあっては、地方公共団体が認定事業者等に対し補助する額（住宅等の

改良に係る費用の３分の２に相当する額を限度とする。）とし、地域優良賃貸住宅（公

共借上）、地域優良賃貸住宅（公共買取・借上後改良）又は地域優良賃貸住宅（公共転

用又は改良）にあっては、既存の住宅等の改良に係る費用の額とする。 

２ 地域優良賃貸住宅（民間改良）、地域優良賃貸住宅（民間買取・借上後改良）、地域

優良賃貸住宅（公社改良）、地域優良賃貸住宅（公社買取・借上後改良）、地域優良賃

貸住宅（公共借上）、地域優良賃貸住宅（公共買取・借上後改良）又は地域優良賃貸住

宅（公共転用又は改良）にあっては、住宅等の改良に係る費用が、標準主体附帯工事

費（当該地域優良賃貸住宅の推定再建築費が当該標準主体附帯工事費を下回る場合に

あっては、当該推定再建築費）に 100分の 20（３階以上の建築物に係る改良で共用通



 

は 100分の 30）を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該額（ただし、１戸の床

面積の合計（共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。）が 125㎡を超える場合

にあっては、当該差額のうち、面積按分により、125㎡に相当する部分に係る額）を改

良に係る費用とする。 

３～４ （略） 

 

（既存の住宅等の改良（用途の変更を伴わない場合）に係る対象額） 

第６条 第３条第１項表中既存の住宅等の改良に係る対象額は、用途の変更を伴わない

場合にあっては、次の各号に掲げる費用を合計した額（以下、この条において「住宅

等の改良に係る費用」という。）のうち、地域優良賃貸住宅（民間買取・借上後改良）、

地域優良賃貸住宅（公社改良）又は地域優良賃貸住宅（公社買取・借上後改良）にあ

っては、地方公共団体が認定事業者等に対し補助する額（住宅等の改良に係る費用の

３分の２に相当する額を限度とする。）とし、地域優良賃貸住宅（公共買取・借上後改

良）（借上等を行った上で改良を行う場合に限る。）又は地域優良賃貸住宅（公共転用

又は改良）にあっては、住宅等の改良に係る費用の額とする。 

 

一～三 （略） 

 

第７～９条 （略） 

 

附 則 

この要綱は平成 29年４月１日から適用する。 

 

附 則 

第１条 この要綱は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一

部を改正する法律（以下「改正住宅セーフティネット法」という。）の公布日から適用

行部分整備を行うものにあっては 100分の 30）を乗じて得た額を超える場合にあって

は、当該額（ただし、１戸の床面積の合計（共同住宅においては、共用部分の床面積

を除く。）が 125 ㎡を超える場合にあっては、当該差額のうち、面積按分により、125

㎡に相当する部分に係る額）を改良に係る費用とする。 

３～４ （略） 

 

（既存の住宅等の改良（用途の変更を伴わない場合）に係る対象額） 

第６条 第３条第１項表中既存の住宅等の改良に係る対象額は、用途の変更を伴わない

場合にあっては、次の各号に掲げる費用を合計した額（以下、この条において「住宅

等の改良に係る費用」という。）のうち、地域優良賃貸住宅（民間改良）、地域優良賃

貸住宅（民間買取・借上後改良）、地域優良賃貸住宅（公社改良）又は地域優良賃貸住

宅（公社買取・借上後改良）にあっては、地方公共団体が認定事業者等に対し補助す

る額（住宅等の改良に係る費用の３分の２に相当する額を限度とする。）とし、地域優

良賃貸住宅（公共買取・借上後改良）（借上等を行った上で改良を行う場合に限る。）

又は地域優良賃貸住宅（公共転用又は改良）にあっては、住宅等の改良に係る費用の

額とする。 

一～三 （略） 

 

第７～９条 （略） 

 

附 則 

この要綱は平成 29年４月１日から適用する。 



 

する。 

第２条 改正前の要綱における地域優良賃貸住宅（民間改良型）及び地域優良賃貸住宅

（民間転用型）にあっては、第１条に定める日までに供給計画の認定を受けた住宅及

び事業に着手した住宅については、なお従前の例による。 

 

 


